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第２節

雇用・就労の促進施策
近年、障害のある人の就労意欲が着実に高
まっている中で、就労による障害のある人の
社会参加を実現しより多くの就職を実現し、
障害のある人が地域社会で、自立していきい
きと暮らせるよう、障害者雇用対策の一層の
充実を図っていく必要がある。

１．障害のある人の雇用の場の拡大

（１）障害者雇用の現状

ア 平成２４年障害者雇用状況報告
現在、身体に障害のある人又は知的障害の
ある人を１人以上雇用する義務がある民間企
業（常用雇用労働者数５６人以上。平成２５年４
月１日以降は５０人以上。）については、毎年
６月１日時点の障害者雇用の状況を報告する
ことになっている。平成２４年の報告結果は次
のとおりである。

① 民間企業の状況（図表２－１３）
平成２４年６月１日現在の障害のある人の雇
用状況は、障害のある人の雇用者数が９年連
続で過去最高を更新し、３８２，３６３．５人（前年
同日３６６，１９９人）となるなど、一層進展して
いる。このうち、身体に障害のある人の雇用
者数は２９１，０１３．５人（前年同日２８４，４２８人）、
知的障害のある人の雇用者数は７４，７４３人（前
年同日６８，７４７人）、精神障害のある人の雇用
者数は１６，６０７人（前年同日１３，０２４人）と、３
障害とも前年より増加していた。
また、民間企業が雇用している障害のある
人の割合は１．６９％（前年同日１．６５％）であっ
た。
企業規模別に割合をみると、５６～１００人未
満規模では１．３９％、１００～３００人未満規模では

１．４４％、３００～５００人未満規模では１．６３％、
５００～１０００人未満規模では、１．７０％、１，０００人
以上では１．９０％であり、１，０００人以上の大企
業では、法定雇用率（１．８％）を上回ってい
る。
一方、法定雇用率を達成した企業の割合は

４６．８％と依然として半数に満たない状況で
あった。なお、雇用されている障害のある人
の数及び法定雇用率を達成した企業の割合に
ついては、すべての企業規模で前年の報告よ
り増加した（図表２－１４）。

② 国・地方公共団体の状況（図表２－１５）
国の機関（法定雇用率２．１％）に在職して
いる障害のある人の割合、勤務している障害
のある人の数はそれぞれ２．３１％、７，１０５人で
あった。
また、都道府県の機関（法定雇用率２．１％）
は２．４３％、７，８８２人であり、市町村の機関（法
定雇用率２．１％）は、２．２５％、２３，７３０．５人で
あった。
さらに、都道府県等の教育委員会（法定雇
用率２．０％）は１．８８％、１２，６７７．５人であった。
国、地方公共団体ともに、勤務している障
害のある人の数は前年同日の報告より増加し
た。

イ ハローワークの職業紹介状況
平成２４年度のハローワークを通じた就職件
数は、平成２３年度を上回る６８，３２１件（前年度
比１５．１％増）であり、３年連続で過去最高を
更新した。このうち、身体に障害のある人は
２６，５７３件（前年度比６．９％増）、知的障害のあ
る人は１６，０３０件（前年度比１１．９％増）、精神
障害のある人は２３，８６１件（前年度比２６．６％
増）、その他の障害のある人（発達障害、難
病のある人、高次脳機能障害などのある人）
は１，８５７件（前年度比３９．５％増）であった。
また、新規求職申込件数は１６１，９４１件（前
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年度比９．２％増）となり、このうち、身体に
障害のある人は６８,７９８件（前年度比２．１％増）、
知的障害のある人は３０，２２４件（前年度比８．９％
増）、精神障害のある人は５７，３５３件（前年度
比１７．６％増）、その他の障害のある人は５，５６６
件（前年度比２５．０％増）であり、前年度同様
に精神障害のある人やその他の障害のある人
の申込件数が大きく増加していることが分か
る。

（２）障害者雇用対策について

ア 障害者雇用対策の基本的枠組み
障害者施策の基本理念であるノーマライ
ゼーションの実現のためには、職業を通じた
社会参加が重要である。この考え方の下に障
害者雇用対策の各施策を推進している。
また、その実施に当たっては、平成４年に
批准した ILO第１５９号条約（障害者の職業リ
ハビリテーション及び雇用に関する条約）を
踏まえ、すべての障害の種類を対象として施
策の推進に努めている。特に、施策の推進に
当っては、障害のある人の雇用の動向を踏ま
えた将来展望及び各施策の展開の障害者雇用
施策全般における位置づけを明確にしつつ、
総合的かつ計画的・段階的に推進していくこ
とが重要である。このため、「障害者の雇用
の促進等に関する法律（昭和３５年法律１２３号）
（以下「障害者雇用促進法」という。）」や同
法に基づく「障害者雇用対策基本方針（平成
２１年厚生労働省告示第５５号）」等を踏まえ、
障害のある人、一人ひとりがその能力を最大
限発揮して働くことができるよう、障害の種
類及び程度に応じたきめ細かな対策を講じて
いる。
また、障害のある人の権利及び尊厳を保
護・促進するための包括的、総合的な国際条
約である障害者権利条約に対する労働・雇用
分野での対応については、平成２０年４月から
厚生労働省で、「労働・雇用分野における障

害者権利条約への対応の在り方に関する研究
会」等を開催し、２１年７月に中間整理を取り
まとめた後、平成２１年１０月から労働政策審議
会障害者雇用分科会で検討を行い、２２年４月
にこれまでの議論の中間的な取りまとめを
行った。
さらに、平成２３年１１月からは、これまでの
議論を踏まえつつ、更に検討を進めるため、
厚生労働省で「労働・雇用分野における障害
者権利条約への対応の在り方に関する研究
会」等を開催し、平成２４年８月に報告書を取
りまとめた後、平成２４年９月から労働政策審
議会障害者雇用分科会において検討を行い、
平成２５年３月１４日に分科会意見書がとりまと
められた。さらに同月２１日に「障害者の雇用
の促進等に関する法律の一部改正する法律案
要綱」の諮問・答申がなされ、同年４月19日に
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部
を改正する法律案」が国会に提出されている。

イ 障害者雇用率制度及び法定雇用率の達成
に向けた指導

① 障害者雇用率制度
（ア）障害者雇用率制度
現在、障害者雇用促進法では、民間企業等
に対し、一定の割合（法定雇用率）以上の障
害のある人の雇用を義務づけている。法定雇
用率は、企業の社会連帯の理念に基づき、身
体に障害のある人又は知的障害のある人に一
般労働者と同じ水準の雇用の場を、各事業者
の平等な負担の下に確保することを目的とし
て設定している。昭和３５年の制度創設時、民
間企業の法定雇用率は努力義務として事務的
事業所１．３％、現場的事業所１．１％であった。
その後、昭和５１年に障害者雇用率制度を義務
化し、昭和６３年、平成１０年及び平成２５年に率
を改正し、平成２５年４月１日以降は２．０％と
なっている。なお、国等の公的機関について
は、率先垂範すべき立場にあることから、民
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間企業を上回る２．３％（都道府県等の教育委
員会は２．２％）としている。

（イ）特例子会社制度等の特例措置
障害者雇用率制度は企業単位で適用するも
のであるが、事業主が障害のある人の雇用に
特別の配慮をした子会社（特例子会社）を設
立した場合には、一定の要件の下でこの特例
子会社に雇用されている労働者を親会社に雇
用されている者とみなして、雇用している障
害者の割合（以下「実雇用率」という。）を
算定できる特例措置（以下「特例子会社制度」
という。）を設けている。特例子会社制度は、
障害のある人の特性に配慮した仕事の確保・
職場環境の整備が容易となり、これにより障
害のある人の能力を十分に引き出すことがで
きるなど、事業主及び障害のある人双方にメ
リットがあると考えられる。平成２５年３月末
現在で３６６社が特例子会社として認定してい
る。
また、特例子会社を持つ親会社について
は、関係する他の子会社も含め、企業グルー
プ全体での実雇用率の算定を可能としてい
る。
さらに、特例子会社がない場合も、一定の
要件を満たす企業グループとして厚生労働大
臣の認定を受けたものについては、企業グ
ループ全体で実雇用率を通算できる「企業グ
ループ算定特例」を設けている。
加えて、中小企業の場合、単独で障害のあ
る人を雇用するために十分な仕事量を確保す
ることが困難な場合も少なくないため、複数
の中小企業が事業協同組合等を活用して共同
で障害のある人の雇用機会を確保し、一定の
要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定
を受けたものについては、事業協同組合等と
その組合員である中小企業で実雇用率を通算
できる「事業協同組合算定特例」を設けてい
る。

② 法定雇用率の達成に向けた指導の一層の
促進
障害者雇用率制度の履行を確保するため、
ハローワークで、法定雇用率に実雇用率が満
たない（未達成）企業に対し、指導を行って
いる。
（ア）民間企業等に対する指導
民間企業に対する指導は、ハローワークが
実雇用率の著しく低い企業に対し、２年間を
その計画期間とした障害のある人の雇入れ計
画の作成を命じ、その期間内で計画を着実に
実施し、障害者雇用を進めるよう継続的な指
導を行っている。また、計画を作成したもの
の、障害のある人の雇用が進まず、計画の実
施が進んでいない企業に対しては、計画が適
正に実施されるよう勧告を行い、一連の指導
にもかかわらず、障害者の雇用状況の改善が
みられない企業については、企業名を公表し
ている。
平成２１年から３年間を計画期間とする雇入
れ計画を作成していた企業のうち、計画終期
で一定の改善が見られなかった４９社に対し企
業名公表を前提とした特別指導を行ったとこ
ろ、いずれの企業も一定の改善が見られたた
め、平成２４年度については、平成１３年度以来
１１年ぶりに公表企業が０社であった。
なお、平成２４年から、雇入れ計画期間を従
来の３年から２年へ短縮するなど指導の実効
性の向上を図っている。
そのほか農林水産省においては、農業分野
における障害者就労を推進するため、農業者
等に障害者就労の先進事例や就労マニュアル
等の普及啓発、研修会の開催など実施してい
る。
（イ）国・地方公共団体に対する指導等
国及び地方公共団体の機関については、民
間企業に率先垂範して障害のある人の雇入れ
を行うべき立場にあることを踏まえ、国及び
地方公共団体の各機関の人事担当幹部に対
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し、計画的な採用を図るよう要請を行ってい
る。
すべての公的機関は、毎年６月１日現在の
雇用状況を発表するとともに、未達成である
機関については、障害のある人の採用に関す
る計画を作成しなければならない。また、そ
の計画が適正に実施されていない場合には、
計画が適正に実施されるよう厚生労働大臣が
勧告を行っている。
平成２４年６月１日現在の障害のある人の雇
用状況では、国・地方公共団体で勤務してい
る障害のある人は前年よりも増加しているも
のの、特に都道府県等の教育委員会では、未
達成である機関が多くみられることから（法
定雇用率未達成である都道府県教育委員会は
４７機関中２３機関）、指導を行っている。平成
２５年２月には、障害者雇用状況の改善が見ら
れなかった６都県教育委員会に対し、厚生労
働大臣から計画の適正実施に関する勧告を
行った。
また、平成２０年度から、精神障害のある人
の雇用を推進する観点から、本府省等におい
て「公務部門における精神障害者の職場体験
実習」を実施しており、平成２３年度までに全
府省等において実施した。
さらに、平成２４年度には、総務省において
「発達障害者の職場体験実習」を実施すると
ともに、当該実習の成果等を踏まえて「公務
部門における障害者雇用推進に関する地方別
実務研究会」を地方８ブロック（ブロックご
とに１機関）において開催した。

ウ 障害者雇用納付金制度（図表２－１６）
障害者雇用促進法は、障害者雇用率制度に
加え、障害のある人の雇用に伴う事業主の経
済的負担を調整するとともに、障害のある人
の雇用を容易にし、社会全体として障害のあ
る人の雇用水準を引き上げるため、障害者雇
用納付金制度を設けている。この制度では、

法定雇用率未達成の民間企業（常用雇用労働
者数２００人超）から納付金を徴収するととも
に、一定水準を超えて障害のある人を雇用し
ている民間企業に対して、障害者雇用調整
金、報奨金を支給している。
このほか、障害のある人を雇い入れるため
に施設、設備の改善等を行う事業主等に対す
る助成金の支給や在宅就業障害者に仕事を発
注する事業主に対する在宅就業障害者特例調
整金等の支給を行っている。

エ チャレンジ雇用
各府省・各地方公共団体で知的障害のある
人等を非常勤職員として雇用し、１～３年の
業務の経験を積んだ後、ハローワーク等を通
じて一般企業等への就職の実現を図る「チャ
レンジ雇用」を推進している。
平成２０年度には全府省で採用に向けた取組
を実施し、２４年度も引き続き取組を行った。

オ 職業リハビリテーションの実施
障害者雇用促進法において、職業リハビリ
テーションとは、「障害者に対して職業指導、
職業訓練、職業紹介その他この法律に定める
措置を講じ、その職業生活における自立を図
ること」（同法第２条第７号）としている。
これに基づき、障害者が職業を通じて社会参
加できるよう、ハローワーク、地域障害者セ
ンター、障害者就業・生活支援センターなど
の機関を中心に障害者が適当な職場に就き、
それを継続し、それにおいて向上することが
できるようにするための職業に関するサービ
スを実施している。

カ 助成金等による企業支援や普及啓発活動
国では、民間企業が無理なく、かつ積極的
に障害のある人を雇用できるよう、障害のあ
る人を雇用した場合などに助成金を支給して
いる。
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例えば、身体に障害のある人や知的障害の
ある人、精神障害のある人を継続して雇用す
る労働者として雇い入れる民間企業に対して
助成する「特定求職者雇用開発助成金」や障
害のある人が働きやすいよう職場の環境整備
をした場合に費用の一部を支給する「障害者
雇用納付金制度に基づく助成金」等を支給し
ている。
助成金のほか、民間企業等が積極的に障害
のある人の雇用を進めるためには、障害のあ
る人の雇用管理に関する先進的な事例等を普
及啓発する必要がある。そのため、各種マ
ニュアル等を発行し、民間企業等への配布す
る等を通じて障害者雇用の啓発を行ってい
る。例えば、視覚障害のある人については、
「障害者雇用マニュアルコミック版１ 視覚
障害者と働く―理解と配慮で、ともに働く環
境づくり―」（平成２５年３月）を作成し、民
間企業等に配布することで、民間企業等が視
覚障害のある人の働く姿を具体的にイメージ
持てるように、その普及に努めている。
また、厚生労働省では、９月の「障害者雇
用支援月間」にあわせて、障害のある人を積
極的に多数雇用している事業所、障害者の雇
用の促進と職業の安定に著しく貢献した団
体、職業人として模範的な業績をあげている
障害のある人に対し、厚生労働大臣表彰を行
い、障害者雇用に対する国民の関心と理解を
一層深めることを目指している。平成２４年度
には３２の事業所、１の貢献した個人、３７の働
く障害のある人を表彰した。

キ 税制上の特例措置 （図表２－１７）
障害のある人を雇用する民間企業に対し、
税制上の各種の特例措置を講じている。障害
のある人の一層の雇用促進につながるよう、
平成２５年度税制改正では、支援事業所取引金
額が増加した場合の３年以内取得資産の割増
償却及び心身障害者を多数雇用する事業所に

対する特例措置（固定資産税、不動産取得税）
について適用期限を２年延長する等の改正を
行った。

（３）今後の障害者雇用の在り方の検
討について

平成２２年６月に閣議決定した「障害者制度
改革の推進のための基本的な方向について」
等を踏まえ、障害者雇用促進制度における障
害者の範囲等の在り方等について検討するた
め、有識者、企業関係者、労働組合、障害団
体等を参集し、厚生労働省で次の３つの研究
会を開催し、平成２４年８月に報告書を取りま
とめた後、平成２４年９月から労働政策審議会
障害者雇用分科会において検討を行い、平成
２５年３月１４日に分科会意見書がとりまとめら
れた。さらに同月２１日に「障害者の雇用の促
進等に関する法律の一部を改正する法律案要
綱」の諮問・答申がなされた。
①障害者雇用促進制度における障害者の範囲
等の在り方に関する研究会
障害者雇用促進制度や雇用率制度におけ
る障害者の範囲等について検討（平成２３年
１１月～平成２４年７月、計９回開催）
②労働・雇用分野における障害者権利条約へ
の対応の在り方に関する研究会
差別禁止等枠組みの対象範囲や合理的配
慮の内容、合理的配慮を行う事業主の負担
に対する助成の在り方等について検討（平
成２３年１１月～平成２４年７月、計９回開催）
③地域の就労支援の在り方に関する研究会
地域の就労支援機関のそれぞれの役割や
連携の在り方について、障害者の雇用・就
労を一層促進する観点から検討（平成２３年
１１月～平成２４年７月、計９回開催）
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